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（趣旨）  

第１条 この要項は、国際日本文化研究センター（以下「本センター」という。）

に置くメンタルヘルス等相談窓口（以下「相談窓口」という。）に関し、必要な

事項を定める。 

 

（目的）  

第２条 相談窓口は、本センター職員の様々な悩みに対して相談を受け、助言を

行い、本センター職員の心身の健康を図ることを目的とする。 

 

（相談窓口を利用できる者） 

第３条 相談窓口を利用できる者は、本センターに所属する次の各号に掲げる

者（以下「職員等」という。）とする。 

（１）研究教育職員 

（２）特任研究員 

（３）機関研究員 

（４）プロジェクト研究員 

（５）外国人研究員 

（６）事務職員 

（７）技術職員 

（８）特任専門職員 

（９）事務補佐員 

（１０）技術補佐員 

（１１）リサーチアシスタント 

（１２）上記各号のほか所長が認める者 

 

（相談窓口の業務） 

第４条 相談窓口の業務は、職員等の次の各号について相談を受け、カウンセ

リングを行う。 

（１）職場における悩み 

（２）家庭における悩み 

（３）心理的、又は精神的な悩み 

（４）その他 

 

（相談窓口の委託） 

第５条 株式会社法研関西（所在地：大阪市北区天神西町 8-19）に委託する。 



 

 

（守秘義務） 

第６条 本センターは、職員等が相談窓口に相談した内容について、相談者を

特定することが可能な情報を得ないものとする。 

 

（事務） 

第７条 相談窓口に関する事務は、総務課が行う。 

 

（雑則） 

第８条 この要項に定めるもののほか、相談窓口に関し必要な事項は、別に定

める。 

  

附 則 

この要項は、令和３（2021）年７月１日から実施する。 

 


